
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

規　
　

則

○
熊
本
県
立
技
術
短
期
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　

（
職
業
能
力
開
発
課
）　

一

○
熊
本
県
高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
登
録
簿
閲
覧
規
則
を
廃
止
す
る
規
則　
　

（
住　

宅　

課
）　

一

○
熊
本
県
肉
用
牛
集
団
育
種
推
進
事
業
繁
殖
雌
牛
貸
付
等
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
畜　

産　

課
）　

一

○
熊
本
県
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
職
業
能
力
開
発
課
）　

二

○
熊
本
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
障
害
保
健
福
祉
課
）　

三

○
熊
本
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　

（
医
務
福
祉
課
）　

三

○
熊
本
県
知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）
一
〇

　
　

告　
　

示

○
物
品
の
購
入
契
約
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
審
査
要
領
の
一

　

部
を
改
正
す
る
要
領　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
用　

度　

課
）
一
一

　
　

登　

載　

依　

頼

○
熊
本
県
人
事
委
員
会
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
）
一
一

○
熊
本
県
教
育
庁
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
委
員
会
）
一
三

○
熊
本
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）
一
三

　

熊
本
県
立
技
術
短
期
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
三
十
二
号

　
　
　

熊
本
県
立
技
術
短
期
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
立
技
術
短
期
大
学
校
規
則
（
平
成
八
年
熊
本
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
二
十
九
条
中
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　

専
門
短
期
課
程
の
受
講
料
の
額
は
、
一
時
間
当
た
り
二
五
〇
円
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
登
録
簿
閲
覧
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
三
十
三
号

　
　
　

熊
本
県
高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
登
録
簿
閲
覧
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

熊
本
県
高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
登
録
簿
閲
覧
規
則
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
規
則
第
四
十
四
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
肉
用
牛
集
団
育
種
推
進
事
業
繁
殖
雌
牛
貸
付
等
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
三
十
四
号

平成14年 3月29日　金曜 熊 本 県 公 報 号外　第  19  号1

 
目　
　

次 

規　
　
　
　

則

映
像
シ
ス
テ
ム
技
術
科

六
〇
人

三
〇
人



　
　
　

熊
本
県
肉
用
牛
集
団
育
種
推
進
事
業
繁
殖
雌
牛
貸
付
等
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

熊
本
県
肉
用
牛
集
団
育
種
推
進
事
業
繁
殖
雌
牛
貸
付
等
に
関
す
る
規
則（
昭
和
五
十
五
年
規
則
第
一
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
三
十
五
号

　
　
　

熊
本
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
熊
本
県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
短
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
（
職
業
に
必
要
な
相
当
程
度
の
技
能
及
び
こ
れ

に
関
す
る
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
除
す
る
。

　

同
条
第
三
項
中「（
労
働
者
の
有
す
る
職
業
に
必
要
な
相
当
程
度
の
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
の
程

度
に
応
じ
て
そ
の
職
業
に
必
要
な
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
追
加
し
て
習
得
さ
せ
る
た
め
の
も
の

に
限
る
。
）
」
を
削
除
す
る
。

　

第
四
条
第
二
項
中
「
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
に
休
業
日
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
」
を
「
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
休
業
日
を
変
更
し
、
又
は
臨
時
に
休
業
日
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
」
に
改
め
る
。

　

別
表
（
第
二
条
関
係
）
中
、
熊
本
県
立
熊
本
高
等
技
術
訓
練
校
の
項
中
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

別
表
（
第
二
条
関
係
）
中
、
熊
本
県
立
天
草
高
等
技
術
訓
練
校
の
項
を
削
る
。

　

別
記
第
六
号
様
式
（
第
十
三
条
関
係
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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電
気
技
術
科

環
境
設
備
科

電
気
配
管
シ
ス
テ
ム
科



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
中
、
熊
本
県
立
熊
本
高
等
技

術
訓
練
校
の
項
に
係
る
改
正
規
定
は
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
三
十
六
号

　
　
　

熊
本
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
五
年
熊
本
県
規
則
第

四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
法
第
四
十
五
条
第
五
項
」
を
「
法
第
四
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
四
号
様
式
中
「
保
健
所
」
を
「
市
町
村
」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
十
号
様
式
中
「
保
健
所
」
を
「
市
町
村
」
に
、
「
申
請
者
」
を
「
届
出
者
」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
十
一
号
様
式
中
「
保
健
所
」
を
「
市
町
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
熊
本
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施

　

行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
改
正
後
の
熊
本
県
精
神
保

　

健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
そ

　

の
他
の
書
類
と
み
な
す
。

　

熊
本
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
三
十
七
号

　
　
　

熊
本
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
五
年
熊
本
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、

同
条
第
十
二
号
中
「
、
保
護
費
を
徴
収
す
る
こ
と
」
を
「
徴
収
す
る
保
護
費
の
額
を
定
め
る
こ
と
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
十
三
号
と
し
、
同
条
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
を
削
り
、
第
九
号
を

第
十
一
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十　

法
第
六
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
の
変
更
、
停
止
又
は
廃
止
の
処
分
を
す
る
場
合
に
、

　
　

当
該
被
保
護
者
に
対
し
弁
明
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
。

　

第
二
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第

六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五　

法
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
要
保
護
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
助
言
を
す
る
こ

　
　

と
。

　

第
六
条
中
「
法
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
法
第
二
十
六
条
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
二
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
四
十
一
条

第
五
項
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
る
。

　

第
十
四
条
第
二
項
中
「
管
理
規
定
」
を
「
管
理
規
程
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

保
護
施
設
の
管
理
者
は
、
管
理
規
程
を
変
更
し
た
と
き
は
、
管
理
規
程
変
更
届
出
書
（
別
記
第
三
十

　

九
号
の
二
様
式
）
を
、
速
や
か
に
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

別
記
第
六
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
七
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
八
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
九
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
６
号
様
式

別
記
第
７
号
様
式

別
記
第
８
号
様
式

別
記
第
９
号
様
式

別
記
第
６
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）

別
記
第
７
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）

別
記
第
８
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）

別
記
第
９
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）



　 　 　 保 護 申 請 書

　 別 記 第 十 二 号 様 式 中 「 　 　 　 　 　 　 　 　 」 を 「 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」 に 、

「 殿 」 を 「 様 」 に 改 め る 。

　 別 記 第 十 三 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

平
成
14
年
3
月
29
日
　
金
曜

熊
本

県
公

報
号
外
　
第
  
19
  号

4
別記第12号様式 別記第12号様式（第５条関係）別記第11号様式（第５条関係）

福 祉 事 務 所町 村 役 場受
付
年
月
日

　現在のところに住み始めた時期

　　　　年　　月　　日

　現在住んでいるところ

社会保険、

年 金 等

職 業

（勤務先）

特 殊

技 能

健 康

状 況

学 歴

在学年
生年月日年齢

男女

の別
続柄氏 名

人

員

世

帯

員

の

状

況

男女１

男女２

男女３

男女４

男女５

男女６

男女７

男女８

家族のうち別なところに住んでい
る者があるときは、その氏名と住
んでいるところ

援助の内容住 所氏 名世帯主との関係
援 助 を し て

く れ る 者 の

状 況

保護を申請する理由（具体的に記入してください。）

上記のとおり相違ないので、生活保護法による保護を申請します。
　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護を受けようとする者との関係（　　　）
　　福祉事務所長　　　　様

（記入上の注意）
１　受付年月日欄には記入しないでください。
２　申請者と保護を受けようとする者が異なる場合には、第５条第３項の規定により添付する書
　類は保護を受けようとする者に記入してもらってください。
３　不実の申請をして不正に保護を受けた場合、生活保護法第85条又は刑法の規定によって処罰
　されることがあります。



平成14年 3月29日　金曜 熊 本 県 公 報 号外　第  19  号5

別記第13号様式（第５条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　入　　　申　　　告　　　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　福祉事務所長　　　　　　様

　　　私の世帯の収入を下記のとおり申告します。 　　　　　市
　　　　　町　　　　番地
　　　　　村

住　所

　　　　　　　　　　　印氏　名

収　　　　　入　　　　　状　　　　　況収　　入

の

種　　別

氏　　　　　名 次回見込月分前　　３　　箇　　月　　分
区分

月分月分月分月分

日日日日就 労 日 数
就　

労　

に　

よ　

る　

収　

入

円円円円収 入 額

円円円円必 要 経 費

日日日日就 労 日 数

円円円円収 入 額

円円円円必 要 経 費

日日日日就 労 日 数

円円円円収 入 額

円円円円必 要 経 費

円円円円収 入 額等

の

収

入

恩
給
・
年
金

円円円円必 要 経 費

円円円円収 入 額

円円円円必 要 経 費

円円円円
仕送り・贈与等をする者の氏名等

金 銭
の

収

入

仕
送
り
・
贈
与
等

品 目仕送り・贈与等をする者

の氏名等現 物 数 量

円円円円金 額

円円円円

（種類）の

収

入

そ

の

他

どれくらい自給していますか。

　野菜　　　　　　　　　　　　全部　　　　　　　　　　　％ぐらい　　　　　　　　　　なし

収

入

自

給 　魚　　　　　　　　　　　　　全部　　　　　　　　　　　％ぐらい　　　　　　　　　　なし

○イ 病気　　　　　○ロ 老齢　　　　　　　○ハ 心身障者　　　　○ニ 働ける人がいない

○ホ 失業　　　　　○ヘ 事業の失敗　　　　　　　○ト 乳幼児がおり働けない

○チ 収入を得ていて者の死亡・転出　　　　　　　○リ 仕送り中止　　　　　　○ヌ その他

理

由

収入のない者の氏名

（記入上の注意）

１　この申告書は、保護を受けようとする者が記入してください。

２　「就労による収入」は、給与、日雇、内職、事業等による収入の種類ごとに記入してください。

３　必要経費欄には収入を得るために必要な交通費、材料代、仕入代、社会保険料等の経費の総額を記入してください。

４　「収入のない者の氏名」欄の「理由」欄は、該当する理由を○で囲んでください。

５　書ききれない場合は、余白に記入するか又は別紙に記入の上添付してください。

６　収入のうち明細書等の取れるもの（例えば勤務先の給与証明書等、各種保険支払通知書等）は、この申告書に必ず添

　付してください。

７　不実の申告をして不正に保護を受けた場合、生活保護法第85条又は刑法の規定によって処罰されることがあります。



　

別
記
第
十
四
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改

め
る
。

　

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「殿
」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
十
六
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　

」
に
、

「殿

」
を
「様
」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
十
七
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「 　
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
十
七
号
の
二
様
式
中
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
、
記
入
上
の
注
意
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
記
第
十
七
号
の
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成14年 3月29日　金曜 熊 本 県 公 報 号外　第  19  号 6
別
記
第
1
4
号
様
式

別
記
第
1
6
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）

別
記
第
1
5
号
様
式

別
記
第
1
7
号
様
式

別
記
第
1
6
号
様
式

別
記
第
1
4
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）

別
記
第
1
7
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）

別
記
第
1
5
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）

（
５
）
不
実
の
申
告
を
し
て
不
正
に
保
護
を
受
け
た
場
合
、
生
活
保
護
法
第
八
十
五
条
又
は
刑
法
の
規
定

　
　
　
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。



　

別
記
第
十
八
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　

「

「殿

」
を
「様
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
」

　

別
記
第
二
十
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
十
二
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に

改
め
る
。

　

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
十
五
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「殿

」
を
「様

」
に
、
「医
療
氏
名

」
を
「医

師
氏
名

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
十
一
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
、
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
十
二
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
、
「
殿
」
を
「
様
」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成14年 3月29日　金曜 熊 本 県 公 報 号外　第  19  号7

別
記
第
2
2
号
様
式

別
記
第
2
2
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

別
記
第
2
1
号
様
式

別
記
第
2
0
号
様
式

別
記
第
1
9
号
様
式

別
記
第
3
2
号
様
式

別
記
第
3
1
号
様
式

別
記
第
2
5
号
様
式

別
記
第
2
4
号
様
式

別
記
第
2
3
号
様
式

別
記
第
1
8
号
様
式

別
記
第
2
1
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）

別
記
第
2
0
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）

別
記
第
1
9
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）

別
記
第
1
8
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）

別
記
第
3
2
号
様
式
（
第
1
1
条
関
係
）

別
記
第
3
1
号
様
式
（
第
1
1
条
関
係
）

別
記
第
2
4
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

別
記
第
2
3
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

別
記
第
2
5
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

別記第33号様式（第11条関係）

　（注）　 差引残額を生じた場合は、その理由及び残額を生じた世帯主名等の詳細を摘要欄に記入すること。

生　活　保　護　費　交　付　金　精　算　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　福祉事務所長　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長氏名　　　　　□印 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村

　　　　　年度　　　　月分の生活保護費を　　月　　日に交付完了しましたので、熊本県生活保護法施行細則第11条

第４項の規定により精算書を提出します。

備　　　考計葬祭扶助生業扶助出産扶助医療扶助介助扶助教育扶助住宅扶助生活扶助
　　　種　類

区　分

保護費受入額

交 付 済 額

差 引 残 額

摘 要

計
葬
祭

扶
助

生
業

扶
助

出
産

扶
助

医
療

扶
助

教
育

扶
助

住
宅

扶
助

生
活

扶
助

　
　
　
種
類

程
度

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

月
額

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

日
割
計
算
に

よ
る
月
額

計
葬
祭

扶
助

生
業

扶
助

出
産

扶
助

医
療

扶
助

介
護

扶
助

教
育

扶
助

住
宅

扶
助

生
活

扶
助

　
　
　
種
類

程
度

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

月
額

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

　
円

日
割
計
算
に

よ
る
月
額

単位：円



　

別
記
第
三
十
六
号
様
式
中
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
十
七
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
、
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
十
九
号
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

平成14年 3月29日　金曜 熊 本 県 公 報 号外　第  19  号 8

別
記
第
3
7
号
様
式

別
記
第
3
7
号
様
式
（
第
1
3
条
関
係
）



　

別
記
第
四
十
一
号
様
式
中
「施

設
名

（氏
名

）
」
を
「請

求
者
名

印

」
に
、
「施

設
長
氏
名

印

」
を
「（施

設
名

）
」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
四
十
三
号
様
式
中
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
四
十
四
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
、
「殿
」
を
「様

」
に
改
め
る
。　

　

別
記
第
四
十
六
号
様
式
中
「委

託
事
務
費

円

」
の
下
に
「戻

入
等

円

」
を
加

え
る
。

　

別
記
第
四
十
六
号
様
式
そ
の
二
及
び
別
記
第
四
十
六
号
様
式
そ
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成14年 3月29日　金曜 熊 本 県 公 報 号外　第  19  号9

別
記
第
4
4
号
様
式

別
記
第
4
4
号
様
式
（
第
1
9
条
関
係
）



　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い

　

る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
改
正
後
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ

　

た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。

３　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
改
正
前
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
用
紙
は
、

　

こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
当
分
の
間
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

熊
本
県
知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
三
十
八
号

　
　
　

熊
本
県
知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
熊
本
県
知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

熊
本
県
知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
三
年
熊
本
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次

　

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
記
第
十
六
号
様
式
そ
の
一
中
「保

健
婦

」
を
「保

健
師

」
に
改
め
る
。

　

（
熊
本
県
立
保
健
学
院
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

熊
本
県
立
保
健
学
院
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
熊
本
県
規
則
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

　

に
改
正
す
る
。

　
　

第
四
条
中
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
に
改
め
る
。

　

（
熊
本
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

熊
本
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
二
年
熊
本
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

　

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
一
の
四
の
項
中
「助

産
婦

」
を
「助

産
師

」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
二
中
「保

健
婦

」
を
「保

健
師

」
に
、
「助

産
婦

」
を
「助

産
師

」
に
、
「看

護
婦

」
を

「看
護
師

」
に
改
め
る
。

　

（
熊
本
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

熊
本
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
熊
本
県
規
則
第
四
十
号
）

　

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
二
の
一
の
項
中
「
看
護
婦
」
を
「
看
護
師
」
に
改
め
る
。
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（
熊
本
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

熊
本
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
七
年
熊
本
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

　

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
記
第
七
号
様
式
そ
の
二
中
「保

健
婦

」
を
「保

健
師

」
に
、
「看

護
婦

」
を
「看

護
師

」
に
改
め

　

る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
四
年
三

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

熊
本
県
告
示
第
三
百
十
九
号
の
二

　

物
品
の
購
入
契
約
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
審
査
要
領
の
一
部
を

改
正
す
る
要
領
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　
　
　

物
品
の
購
入
契
約
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
審
査
要
領
の
一

　
　
　

部
を
改
正
す
る
要
領

　

物
品
の
購
入
契
約
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
審
査
要
領
（
昭
和
三

十
九
年
熊
本
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
中
「
出
納
局
用
度
課
」
を
「
出
納
局
管
理
調
達
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
要
領
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
人
事
委
員
会
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
五
号

　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
人
事
委
員
会
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
人
事
委

員
会
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
開
示
請
求
を
拒
否
す
る
場
合　

別
記
第
四
号
の
二
様
式
（
行
政
文
書

　
　

の
存
否
を
明
ら
か
に
し
な
い
不
開
示
決
定
通
知
書
）

　

二　

開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
を
管
理
し
て
い
な
い
場
合　

別
記
第
四
号
の
三
様
式
（
行
政
文
書
の

　
　

不
存
在
に
よ
る
不
開
示
決
定
通
知
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

別
記
第
四
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　

」

次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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告　
　
　
　

示

登　

載　

依　

頼

２
　
条
例
第
1
0
条
に
該
当

３
　
そ
の
他

（
理
　
由
）

２
　
そ
の
他

（
理
　
由
）
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附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
熊
本
県
人
事
委
員
会
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則

　

の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
た
開
示
請
求
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た

　

開
示
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

熊
本
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　

庁　

各　

課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

地

方

機

関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

県

立

学

校

　

熊
本
県
教
育
庁
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子

　
　
　

熊
本
県
教
育
庁
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

熊
本
県
教
育
庁
文
書
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
熊
本
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「（
室
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
熊
本
県
教
育
事
務

所
」
の
下
に
「
、
熊
本
県
生
涯
学
習
事
務
所
」
を
加
え
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と

し
、
同
項
第
四
号
中
「
議
案
文
、
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
。

　

別
表
第
一
本
庁
の
項
中
「
同
和
教
育
課　

教
同
」
を
「
人
権
同
和
教
育
課　

教
人
同
」
に
改
め
、
同
項

中
「
全
国
高
校
総
体
推
進
室　

教
総
体
」
を
削
り
、
同
表
地
方
機
関
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
天
草
教
育
事
務
所　
　
　
　
　
　
　

天　

教　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー　

熊
生
セ
」

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
七
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　

庁　

各　

課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

地

方

機

関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

県

立

学

校

　

熊
本
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子

　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

熊
本
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
熊
本
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「（
室
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

　

別
表
第
一
中
第
十
六
号
の
項
を
第
十
七
号
の
項
と
し
、
第
十
五
号
の
項
中
「（
室
）
」
を
削
り
、
同
号

の
項
を
第
十
六
号
の
項
と
し
、
第
七
号
の
項
か
ら
第
十
四
号
の
項
ま
で
を
第
八
号
の
項
か
ら
第
十
五
号
の

項
ま
で
と
し
、
第
六
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
第
二
中
第
十
六
号
の
項
を
第
十
七
号
の
項
と
し
、
第
十
五
号
の
項
中
「（室

）
」
を
削
り
、
同
号

の
項
を
第
十
六
号
の
項
と
し
、
第
七
号
の
項
か
ら
第
十
四
号
の
項
ま
で
を
第
八
号
の
項
か
ら
第
十
五
号
の

項
ま
で
と
し
、
同
表
備
考
中
「
課
（
室
）
名
ま
た
は
」
を
「
課
名
又
は
」
に
改
め
、
第
六
号
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
記
第
２
号
様
式
中
「備

付
課

（室
所

）名

」
を
「備

付
課

（所

）名

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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「
天
草
教
育
事
務
所　
　
　
　
　
　
　

天　

教
」
を

に

７

熊
本
県
生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー
所
長
印

〃　

二
四

〃

熊
本
県
生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー

７

熊 本 県

生 涯 学 習

推 進 セ ン

タ ー 所 長
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